
市
・
府
民
税
の
申
告
は

３
月
15
日
㈬
ま
で

　

29
年
度
市
・
府
民
税
の
申
告
受
け

付
け
は
３
月
15
日
㈬
ま
で
で
す
。

　

28
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
人
で

も
、
国
民
健
康
保
険
料
の
算
定
や
各

種
手
当
の
申
請
に
、
所
得
証
明
書
や

非
課
税
証
明
書
が
必
要
な
人
は
、
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き　

３
月
15
日
㈬
ま
で
の
平
日

※
時
間
は
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

１
時
～
５
時

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室
（
市
役
所
別

館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人　

29
年
１
月
１
日

現
在
、
市
在
住
の
人

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
28
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
控
除
対
象
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
21
万
円
以
下

※
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
35
万
円

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る

◦
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
る

申
告
方
法　

郵
送
ま
た
は
直
接

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
告
は

３
月
15
日
㈬
ま
で

　

年
末
調
整
を
し
な
い
人
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
初
め
て
受
け
る
人
は
、

税
務
署
で
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
市
・
府
民
税
で
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
る
に
は
、
納
税
通
知

書
送
達
ま
で
に
申
告
が
必
要
で
す
。

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

28
年
分
所
得
税
及
び
復
興
特

別
所
得
税
、贈
与
税
、消
費
税
、

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

申
告
期
限

◦
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、

贈
与
税
…
３
月
15
日
㈬

◦
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方
消

費
税
…
３
月
31
日
㈮

◆
税
務
署
の
確
定
申
告
相
談

と
き　

３
月
15
日
㈬
ま
で
の
平
日

※
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
申
告
相
談
は
午
後
４
時
ま
で
受
け

付
け
。
混
雑
状
況
に
よ
り
早
め
に

終
了
す
る
場
合
あ
り

と
こ
ろ　

守
口
門
真
商
工
会
館
（
殿

島
町
６
︲
４
）

※
門
真
税
務
署
で
は
申
告
相
談
の
実

施
な
し

◆
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー

　

確
定
申
告
書
な
ど
は
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://www.nta.go.

jp/

）
の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
で
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た

申
告
書
な
ど
は
、
印
刷
し
て
添
付
資

料
と
と
も
に
郵
送
で
提
出
で
き
ま
す
。

郵
送
の
場
合
は
、
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
（
電
子
証
明
書
付
）
や
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
な
ど
は
不
要
で

す
。

　

ま
た
、
給
与
所
得
者
ま
た
は
公
的

年
金
所
得
者
向
け
の
申
告
書
作
成
画

面
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
見
や
す
さ
、

分
か
り
や
す
さ
を
重
視
し
た
作
成
画

面
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
作
成
し
た
申
告
書
な
ど
を
国
税
電

子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
︲

Ｔ
ａ
ｘ
）
で
送
信
す
る
場
合
は
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
電
子
証

明
書
付
）
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ

ラ
イ
タ
が
必
要

問
合
先　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

日
曜
市
税
納
付
相
談

　

平
日
に
相
談
で
き
な
い
人
は
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

と
き　

３
月
26
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

納
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

※
証
明
書
発
行
業
務
な
ど
は
不
可

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

市
税
の
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替

　

納
税
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ
ー
口

座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

ま
す
。
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
が
あ
れ
ば
、
簡
単
に
手
続
き
が

で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

納
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

◆
飼
い
犬
登
録

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
生
涯
に

１
回
の
飼
い
犬
登
録
が
必
要
で
す
。

登
録
場
所　

環
境
対
策
課
（
市
役
所

別
館
２
階
）

登
録
手
数
料　

３
０
０
０
円

※
転
入
し
た
人
で
、
前
居
住
地
で
の

飼
い
犬
登
録
が
あ
る
場
合
は
、
環

境
対
策
課
ま
た
は
狂
犬
病
予
防
集

合
注
射
実
施
会
場
に
鑑
札
を
持
参

の
う
え
登
録
変
更
手
続
き
が
必
要

◆
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
１
回
必

ず
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
開

始
直
後
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
余
裕
を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ

い
。

と
き
・
と
こ
ろ　

下
表
参
照

※
飼
い
犬
登
録
が
な
い
場
合
は
接
種

当
日
に
登
録
が
必
要

接
種
費
用　

３
２
５
０
円

※
内
訳
は
狂
犬
病
予
防
注
射
料
２
７

０
０
円
、
注
射
済
票
手
数
料
５
５

ご
み
の
適
切
な
排
出
に
つ
い

て
の
お
願
い

　

ご
み
排
出
時
に
分
別
の
不
徹
底
が

原
因
と
思
わ
れ
る
小
火
や
爆
発
事
故
、

焼
却
炉
の
故
障
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

分
別
が
で
き
て
い
な
い
状
態
で
そ

の
ま
ま
ご
み
を
処
理
す
る
と
、
焼
却

炉
の
寿
命
を
縮
め
る
だ
け
で
な
く
大

事
故
に
つ
な
が
り
、
ご
み
の
処
理
が

で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
み
は
分
け
方
・
出
し
方
の
ル
ー

ル
を
守
っ
て
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
施
設
課

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）４
３
９
２

ご
み
の
出
し
方
を
工
夫
し

て
カ
ラ
ス
に
よ
る
被
害
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

雑
食
性
の
カ
ラ
ス
に
と
っ
て
、
私

た
ち
の
出
す
普
通
ご
み
（
生
ご
み
）

は
格
好
の
食
物
で
す
。

　

カ
ラ
ス
が
増
え
た
原
因
は
、
普
通

ご
み
な
ど
の
食
物
の
供
給
が
豊
富
で

あ
る
こ
と
や
、
街
路
樹
や
電
柱
が
あ

る
な
ど
巣
づ
く
り
が
で
き
る
環
境
が

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日
以
降
に
名

義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を
し
て
も
、

そ
の
年
度
分
は
課
税
さ
れ
、
払
い
戻

し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人
は
、

３
月
31
日
㈮
ま
で
に
手
続
き
を
し
な

い
と
、
29
年
度
以
降
も
軽
自
動
車
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
が
必
要
な
場
合

◦
譲
渡
（
名
義
変
更
）
し
た

◦
盗
難
、
解
体
な
ど
で
車
両
が
な
く

な
っ
た

◦
転
出
な
ど
で
定
置
場
が
変
わ
っ
た

※
住
民
票
の
異
動
と
は
別
に
申
告
が

必
要

◦
所
有
者
が
死
亡
し
た

市
役
所
で
で
き
る
手
続
き
に
必
要
な

物　

下
表
参
照

◆
車
種
別
の
申
請
場
所
・
問
合
先

　

手
続
方
法
は
事
前
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

軽
自
動
車
（
軽
三
輪
・
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会

　

（
高
槻
市
大
塚
町
４
︲
20
︲
１
）

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）１
８
４
１

軽
二
輪
（
１
２
５
㏄
超
）
、
二
輪
の

小
型
自
動
車
（
２
５
０
㏄
超
）

　

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

　

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
︲
１
）

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
５
８

原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
自
動

車
、
ミ
ニ
カ
ー

　

課
税
課
（
市
役
所
別
館
２
階
）

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

原
付
バ
イ
ク
、軽
自
動
車
な
ど
の

名
義
変
更・廃
車
の
手
続
き
は

　
　
　

３
月
31
日
㈮
ま
で
に

◆市役所で手続きできる車種・必要な物など
車種 申告場所 必要な物

・原動機付自転車
　（125㏄以下）
・小型特殊自動車
・ミニカー

課税課
（市役所別館２階）

・印鑑（スタンプ印不可）
・申告済証
・ナンバープレート

※市内の人へ譲渡した場合は双方の印鑑が必要。ナンバープレートは継
続使用可

※代理人が手続きをする場合は代理人の印鑑も必要
※盗難などにあった場合は警察へ盗難届を提出後、市役所でも盗難廃車

の手続きが必要
※申告済証を紛失した場合、車台番号の石ずり（車体の車台番号に紙を

当て、上から鉛筆でこすったもの）が必要

０
円

持
ち
物　

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
実

施
の
お
知
ら
せ

※
飼
い
犬
登
録
が
あ
る
人
に
郵
送　

接
種
時
の
注
意
事
項

◦
犬
を
制
御
で
き
る
人
が
来
場
す
る

◦
飼
い
犬
に
関
す
る
事
故
は
飼
い
主

が
責
任
を
持
つ

◦
首
輪
や
リ
ー
ド
を
し
て
、
か
み
癖

が
あ
る
犬
に
は
口
輪
を
付
け
る

◦
犬
の
フ
ン
は
必
ず
後
始
末
す
る

◆
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合

　

飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合
は
環
境

対
策
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

環
境
対
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
１
２

存
在
す
る
こ

と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　

ご
み
の
出

し
方
を
工
夫

す
る
こ
と
は
、

ご
み
の
散
乱

を
防
止
す
る

だ
け
で
な
く
、

長
期
的
に
は
、

カ
ラ
ス
の
増
加
を
抑
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

◆
生
ご
み
を
減
ら
す

　

カ
ラ
ス
に
と
っ
て
普
通
ご
み
（
生

ご
み
）
は
食
物
で
す
。
普
通
ご
み
を

少
な
く
す
る
工
夫
を
し
ま
し
ょ
う
。

◆
ご
み
は
前
日
の
夜
な
ど
に
出
さ
な

い

　

前
日
の
夜
や
早
朝
に
ご
み
を
出
す

と
、
放
置
す
る
時
間
が
長
く
な
り
、

カ
ラ
ス
に
荒
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高

く
な
り
ま
す
。

◆
ご
み
袋
を
ネ
ッ
ト
で
覆
う

　

カ
ラ
ス
が
ご
み
に
触
れ
ら
れ
な
い

よ
う
に
、
カ
ラ
ス
の
く
ち
ば
し
が
通

ら
な
い
程
度
の
細
か
い
ネ
ッ
ト
な
ど

で
、
ご
み
袋
の
全
体
を
覆
い
ま
し
ょ

う
。

問
合
先

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
０
４
８

◆29年度狂犬病予防集合注射日程
と　き ところ

４月10日㈪
午前９時30分～11時 保健福祉センター
午後１時30分～３時30分 南部市民センター

４月11日㈫
午前９時～11時 上野口南児童遊園
午後１時30分～３時 舟田東自治会館前広場

４月14日㈮
午前９時30分～11時 大池町児童遊園

午後１時30分～３時 江端町１号公園
（生活創造館アズ南側）

４月17日㈪
午前９時30分～11時 月出町児童遊園
午後１時30分～２時30分 三ツ島南児童遊園
午後３時～４時 一番柳田町北１号緑地

４月18日㈫
午前９時30分～11時 元町児童遊園（門真神社裏）
午後１時30分～３時 三島神社駐車場

４月21日㈮
午前９時30分～11時 四宮１号公園

（JA 北河内四宮支店東側）
午後１時30分～３時 下島町児童遊園

４月22日㈯ 午後１時30分～３時30分 門真市役所前
※保健福祉センター、南部市民センター、門真市役所前は雨天決行。

そのほかの会場は雨天延期。変更後の日程は会場に掲示および市
ホームページに掲載

　第４期門真市エコオフィス推進計画では、市が実施
する事務・事業で排出する温室効果ガス総排出量を削
減するため、27年度～29年度の３カ年を計画期間とし、
26年度温室効果ガス総排出量に対し５％以上削減する
ことを目標にしています。
　27年度の温室効果ガス総排出量は、法律に基づく算
出方法で1887万3341㎏-CO₂となり、17.9％増加しまし
た。
　また、実際の取り組み状況を把握するため、各年度
の変動要因を考慮した（基準年度の排出係数を用いた）
算出方法では、1629万3908㎏-CO₂となり、1.8％増加
しました。
　これらの要因は、主に前年度より対象となる施設が
増えたことなどにより電気使用量が増加したものです。
今後、さらなる削減に努めます。
※詳しくは市ホームページ参照
問合先　環境政策課　☎０６(６９０９)４１２９

門真市地球温暖化対策実行計画
【事務事業編】

～第４期 門真市エコオフィス推進計画～進捗状況

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

３
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

新
橋
町
、
月
出
町
、
向
島
町

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

施
工
業
者

　

㈱
星
和
管
工

　

☎
０
７
２（
８
８
２
）９
２
１
５

※
費
用
は
無
料

問
合
先　

　

上
下
水
道
局
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
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